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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関

す
る
省
令

（
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

kikuchikzh
フリーテキスト
　一部抜粋
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（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省

第
三
十
四
条
の
二
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（

一

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
同
条
第
三
項

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
代
替
化
学
名
等
の
通
知
を
行
う
場
合
は
、

当
該
者
の
緊
急
連
絡
先
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
化
学
物
質
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く

措
置
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
三

法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
事
項
は
、
代
替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知
し
よ
う
と
す
る
成
分
に
関

す
る
同
条
第
一
項
第
四
号
の
情
報
（
以
下
「
代
替
有
害
性
情
報
」
と
い
う
。

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
代
替
有
害
性
情
報
を
通
知
す
る
こ
と
を
も
つ
て
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
成
分
の
情
報
の
通
知
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
当
該
代
替
化
学
名
に
該
当
す
る
構
造
を
有
す
る
前
条
に
規
定
す
る
化
学

物
質
の
種
類
が
少
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
代
替
化
学
名
に
よ
る
通
知
で
は

当
該
成
分
の
情
報
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
場
合
に
限
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
代
替

（
新
設
）

化
学
名
等
通
知
者
は
、
代
替
化
学
名
等
を
通
知
し
た
と
き
は
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

代
替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知
し
た
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
通
知

対
象
物
に
関
す
る
成
分

二

通
知
し
た
代
替
化
学
名
等

三

製
品
の
名
称

四

製
品
に
含
有
さ
れ
て
い
る
全
成
分
の
名
称
及
び
含
有
量

２

代
替
化
学
名
等
通
知
者
は
、
前
項
の
保
存
期
間
中
に
事
業
を
廃
止
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
の
提
出
に
よ
り
、
前
項
の
記
録
を
、
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る

提
出
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は
、
書
面
に
よ
り
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

医
師
に
よ
る
診
断
、
治
療

二

産
業
医
又
は
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
に
よ
る
労
働

者
の
健
康
管
理

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
六

代
替
化
学
名
等
通
知
者
は
、
法
第
五
十
七
条
の

（
新
設
）

二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
の
た
め
に
、
代

替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知
し
た
成
分
の
情
報
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
当
該
情
報
を
直
ち
に
当
該
医
師
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

代
替
化
学
名
等
通
知
者
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
た
め
に
、
代
替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知

し
た
成
分
の
情
報
に
つ
い
て
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
開
示
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
成
分
の
情
報

に
係
る
秘
密
が
保
全
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
当
該
情
報
を
速
や
か
に

開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
七

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二

（
新
設
）

第
八
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
針
の
公
示
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十

三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
施
行
日
前
に
お
い
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の

労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
代
替
化
学
名
等
の
通
知
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図

る
た
め
必
要
な
指
針
を
、
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措

置
に
関
し
て
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
、
公
表
す
る
場
合
は
、
第
二
条
に

よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
十
二
又
は
第
四
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
の

規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
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よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


